
 

 

                    

令和７年１２月１１日 

 

高水温等によるカキへい死被害の影響を受ける 

事業者への支援を行います 

 

四国経済産業局は、高水温等によるカキへい死被害の影響を受ける事業者を対象に、令和７

年１２月１２日（金曜日）から資金繰りをはじめとする経営上の相談を受け付ける特別相談

窓口を設置します。また、公的金融機関による資金繰り支援を行います。 

１． 特別相談窓口の設置 

徳島県、香川県及び愛媛県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商

工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合

連合会、中小企業基盤整備機構四国本部並びに四国経済産業局に特別相談窓口を設置し、

事業者からの経営上の相談にきめ細かく対応します。 

なお、兵庫県、岡山県、広島県においても同様の特別相談窓口が設置されます。（別紙

１参照） 

 

２. 政府系金融機関等による対応 

日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、高水温等による

カキへい死被害の影響による一時的な業況悪化により資金繰りに支障をきたすおそれが

ある中小企業・小規模事業者に拡大します。また、金融機関から保証付き融資をご希望の

方に向けて、債務を一般保証とは別枠で保証するセーフティネット保証５号を実施してお

り、不況業種に該当する企業が利用できます。（別紙２、別紙３参照） 

 

 

関連資料 

⚫ （別紙１）高水温等によるカキのへい死被害に関する特別相談窓口一覧 

⚫ （別紙２）セーフティネット貸付（経営環境変化対応資金）の概要 

⚫ （別紙３）セーフティネット保証５号の概要 

⚫ （別紙４）高水温等によるカキへい死被害に係る資金繰り支援チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この情報は、高松経済記者クラブ、徳島県政記者クラブ、番町記者クラブへ情報提供しています。 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  四国経済産業局産業部中小企業課長 菅原 

担当者： 三谷、土佐 

   電 話：０８７－８１１－８５２９（直通） 

   ＵＲＬ： https://www.shikoku.meti.go.jp/  


